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第４章 公共交通を取り巻く課題の整理 

４－１ 公共交通を取り巻く課題の整理 
本市の地域や公共交通の概況、上位関連計画、これまでの公共交通の取組、市民アンケ

ート・地域別説明会等における市民ニーズや移動実態等を踏まえ、公共交通を取り巻く課

題を整理しました。 
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本市は、鉄道駅が 18駅（５社６路線）あり、路線バスは４社が約 110 系統を運行してお

り、公共交通利用圏域の人口カバー率(全人口に対する鉄道駅 800m、バス停 300m 圏内に居

住する人口の割合)が 92.5％となっており、市域内の移動手段は概ね確保されている状況

です。 

一方で、利用者の減少や運転士不足など、交通事業者を取り巻く経営環境の悪化により、

始発電車の繰り下げや最終電車の繰り上げ等に加え、バス路線の減便や廃止が行われ、既

存の公共交通の維持・確保が困難となっています。 

また、慢性的な運転士不足に加え、働き方改革に伴う勤務体制の見直しなど、交通事業

者を取り巻く環境は依然として厳しいことから、今後も事業採算性の確保が困難な路線の

減便・廃止が懸念されています。 

引き続き、地域の移動手段を確保するために、廃止の相談を受けた路線で代替となる公

共交通がない路線は、市から運行経費の一部を補助することを検討するなど、公民連携に

より公共交通を維持・確保することが必要です。 

(1) 人口分布と公共交通利用圏域(鉄道駅 800ｍ、バス停 300ｍ圏内)、バス運行本数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川東北部 

川東南部 

橘

片浦 

富水・桜井 

中央（中心部） 

中央（郊外部） 

出典：国勢調査（R2 年） 

各社 HP（R4 年 9 月調査時点） 
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 (2) 公共交通利用者数の減少 

新型コロナウイルス感染症等の影響により、平成 30(2018)年と令和３(2021)年を比較し

て、利用者が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 交通各社の運行状況 

鉄道では運行時間が短縮しており、路線バスでは運行本数が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 公共交通の運転士不足や働き方改革に伴う勤務体系の見直し 

近年、慢性的に公共交通の運転士が不足しており、交通事業者は現在の運行ダイヤを維

持するため、超過勤務での対応となっています。また、令和６(2024)年４月からは自動車

運転業務の年間時間外労働時間の上限が 960 時間に制限されるなど、ますます現状の維持

が難しい状況となっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

路線 主なダイヤ改正等 

東海道線 
終電の繰り上げ（令和３(2021)年３月） 

下り 東京発 小田原着 約 20 分（1:21→1:00） 

小田急線 

ダイヤ改正（令和３(2021)年３月） 
終電の繰り上げ 
下り 小田原発 新宿着 約 15 分（0:03→23:49） 
上り 新宿発 小田原着 約 20 分（1:07→0:50） 

始発の繰り下げ 
上り 小田原発 新松田着 約 10 分（4:45→4:54） 
上り 小田原発 新宿着 約 15 分（4:49→5:00） 

箱根登山線 

ダイヤ改正（令和４(2022)年３月） 
 終電の繰り上げ（30分程度） 
 終電の繰り下げ（20分程度） 
 日中時間帯の減便 
１時間当たり４本→３本 

大雄山線 
ダイヤ改正（令和５(2023)年３月） 
日中時間帯（10時～15 時）の減便 

上下 運転間隔の変更（12分間隔→15 分間隔） 

 減 便 廃 止 系 統 

H14～H20 年 ８ ２ ― 

H21～H25 年 18 ８ １ 

H26～H30 年 11 ４ ８ 

R1～R4 年 ９ 14 ５ 

合計 46 28 14 

■路線バスの運行状況■鉄道の運行状況 

■市内路線バスの利用者数■市内全駅の乗車人数 

■バス運転士の年間労働時間の推移 （時間/年）

831.6 805.1

487.2 520.4
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市内全駅の乗車人数

（万人/年）

※新幹線を含む・根府川駅を除く 

■自動車運転の職業の有効求人倍率の推移 

0.74 
0.89 0.98 1.11 

1.27 
1.41 1.42 
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1.20 
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1.84 

2.00 
2.26 

2.67 
3.00 3.13 

2.27 2.14 
2.39 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

全業種 自動車運転の職業

出典：厚生労働省 「職業安定業務統計」 出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 
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大幅な減便等により、日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている地域及

び駅・バス停から離れている地域である公共交通不便地域が存在するとともに、駅・バス

停の徒歩圏であっても、そこまでの移動が難しい方々への移動支援も求められています。 

このような地域等では、運転免許証を返納したくても難しいのが実情であり、高齢化率

が今後も増加することから、安心して移動できる環境が求められています。 

これらの多様な移動ニーズを踏まえ、地域の実情に応じた移動支援策を検討する必要が

あります。 

 (1) 高齢者人口及び高齢化率の増加 

高齢者人口は令和２(2020)年では 56,588 人ですが、令和 15(2033)年には 58,421 人

となり、その後も微増または横ばい傾向となる見込みです。 

高齢化率については、令和２(2020)年では 30.0%ですが、令和 15(2033)年には 34.8%

まで増加し、その後も増加傾向が続くことが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている地域及び駅・バス停から離

れている地域である公共交通不便地域では、運転免許証の返納が難しいとともに、新型

コロナウイルス感染症対策による自家用車での移動需要の増加などにより、近年では運

転免許証の返納者が減少しています。 

 

 

 

 

 
  

(2) 運転免許証返納者の推移 

出典：神奈川県警察提供データを基に作成 
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(3) 公共交通不便地域 

公共交通不便地域において高齢者を中心に移動支援策が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共交通不便地域の定義 

 (1) 鉄道駅 800ｍ、路線バス 300ｍから離れた地域 

(2) 日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている路線※のバス停 300ｍ以内 

  ※特に市民が日常生活に利用している路線であって、日中に連続して３時間以上、運行

していない路線 

 

 

 

 

 

 

  

地域・路線 時間帯 

① 
片浦地域 

（小田原駅～石名坂） 
９時～12 時台 

② 
下曽我・国府津地域 

（国府津駅～下曽我駅） 
11 時～17 時台 

③ 
豊川・上府中・曽我地域 

（小田原駅～新松田駅） 
10 時～12 時台(小田原駅行) 

11 時～15 時台(新松田駅行) 

④ 
橘地域 

（国府津駅～橘団地） 

9 時～11 時台 

14 時～15 時台 

※直近の大幅な減便 

・令和４年３月：橘地域（52 便→20 便） 

・令和４年４月：片浦地域（21便→11 便） 

公共交通不便地域 
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平日の通勤時間帯等での幹線道路や、休日の大型商業施設周辺などで交通渋滞が発生す

るとともに、市内各地において、路線バスの運行に当たって支障となる危険箇所が存在し

ています。 

路線バスの定時性を確保することで、利便性の向上や事業者の持続的な経費節減にも寄

与することから、渋滞箇所や危険箇所の改善に向けた取組などが必要です。 

 

(1) 市内の渋滞・危険箇所(バス事業者聞き取り(令和５年１月)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※平成 24年度時点の交通事業者聞き取り調査結果を一部加工（21を追加） 
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小田原駅や鴨宮駅、国府津駅で実施した、交通結節点のアンケート調査においては待ち

時間・ダイヤ接続などの乗継環境への満足度が低く、利用環境の改善が求められています。 

また、市内にある鉄道の 18 駅のうち、11 駅はバリアフリー整備(段差の解消)が実施さ

れていますが、７駅については未整備となっており、バリアフリー化が求められています。 

新幹線を含む５つの鉄道路線が結節し、県西地域の交通の要衝となっている小田原駅に

ついては、箱根方面の観光の玄関口でもあり、外国人を含む多くの観光客や市民が来訪す

ることから、小田原駅を中心とした交通結節点の利便性向上がますます求められるととも

に、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの車両の導入など、利用環境の改善が必要

です。 

 
(1) 公共交通の乗継に関するサービス満足度(交通結節点アンケート調査より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) バリアフリー化(段差の解消)未整備駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 駅名 

R3(2021) 

平均利用者数 

（人／日） 

備考 

東海道線 
早川 2,326  

根府川 ― 無人駅のため乗降者数不明 

御殿場線 下曽我 2,182  

箱根登山線 箱根板橋 1,938  

大雄山線 

緑町 336  

五百羅漢 1,202  

穴部 1,190  

17.6%

16.0%

15.2%

9.1%

9.8%

9.0%

8.1%

6.1%

57.8%

60.0%

61.6%

43.4%

11.8%

11.0%

12.1%

22.2%

2.9%

4.0%

3.0%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①案内の分かりやすさ（標識等） (n=102人）

②移動、乗り継ぎの経路 (n=100人）

③移動、乗り継ぎにかかる時間 (n=99人）

④待ち時間・ダイヤ接続 (n=99人）

満足 やや満足 普通 やや不満足 不満足
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(3) ノンステップバス及びＵＤタクシー等の導入率 

ノンステップバス導入状況                (令和６(2024)年２月時点) 

 

ＵＤタクシー等導入状況（小田原交通圏） （令和５(2023)年４月時点） 

車両台数 ＵＤタクシー 福祉タクシー 合計 導入率 

486 台 52 台 12 台 64 台 13％ 

  

 
バス保有 

台数 

ノンステップバス 

導入率 備 考 車椅子 

１台 

車椅子 

２台 
計 

箱根登山バス㈱ 145 台 49 台 20 台 69 台 47.6％ 全営業所の実績値 

伊豆箱根バス㈱ 48 台 12 台 15 台 27 台 56.3％ 小田原営業所 

富士急モビリティ(株) 27 台 11 台 １台 12 台 42.3％ 湘南営業所 

神奈川中央交通㈱ 109 台 13 台 42 台 55 台 49.5％ 秦野営業所 

計 329 台 85 台 78 台 163 台 50％  
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平成 25(2013)年３月に前計画を策定し、分かりやすい情報提供を目指して、小田原駅を

中心に案内・サインの改善などの事業を進めてきました。 

近年では、交通事業者によるバスロケーションシステムの導入や、スマートフォンによ

る経路検索など、情報技術を生かした案内・情報提供の充実化も図られています。 

一方で、市民アンケート調査では、小田原駅周辺の情報案内板・時刻表の改善に関する

取組の認知度が低いことが分かりました。また、取組を知っている方で、便利になったと

回答した方は過半数となっています。 

このことから、これまでに進められた案内・情報提供の改善や新たな情報技術を活用し、

さらなる分かりやすさの向上に向けた取組が必要です。 

 

(1) 分かりやすさ向上の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(2) 前計画の取組の認知度と利便性向上の意識（市民アンケート調査） 

 

 

 

 

  

３社統一のバス停設置 Before 

After

新規バス停設置に伴い、 

３社統一のバス停を設置 
施設等のピクトグラム(図記号)や文字を大きくして視認性を高め、 

鉄道駅のナンバリングの追加、バスのりばの案内を東口・西口 

全体の表示に変更するなどの整備を実施 

Before After 

小田原駅の情報案内板整備 

15.6%

15.4%

11.5%

10.0%

9.6%

6.5%

4.3%

78.5%

78.9%

82.6%

84.0%

84.2%

88.0%

89.9%

5.9%

5.6%

5.9%

5.9%

6.2%

5.5%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰの導入

小田原駅周辺の情報案内板・時刻表の改善

鉄道に合わせたバスのダイヤ調整

地域と事業者が連携したバス路線見直し

バスマップの作成・配布

買い物客へのバス無料チケットの配布

バスの乗り方教室の実施

知っていた 知らなかった 無回答 （n＝1347人）

62%

53%

37%

27%

34%

43%

29%

38%

47%

63%

73%

66%

57%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｸｼｰ…

小田原駅周辺の情報案内板・時刻…

鉄道に合わせたバスのダイヤ調整

地域と事業者が連携したバス路線見…

バスマップの作成・配布

買い物客へのバス無料チケットの配布

バスの乗り方教室の実施

便利になった 特に変化はない

取組を知っていたか 知っており、便利になったか
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第５章 基本理念・基本方針・目標・将来像 

５－１ 計画の体系図 
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５－２ 基本理念 

第６次小田原市総合計画及び関連計画、本市の公共交通を取り巻く課題等を踏まえ、基

本理念を以下の通り設定します。 

 

 

 

 

 

 

５－３ 基本方針 

基本理念に基づき、２つの基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄道と路線バスの乗継改善による利便性の向上やユニバーサルデザイン車両導入の推

進、交通結節点等における案内の改善・充実化、ＩＣＴを活用した交通情報の発信等によ

り、日常で利用している市民だけでなく、観光客など本市を初めて訪れる方も含め、誰も

が使いやすく、分かりやすい公共交通の実現を目指します。 

既存の公共交通の維持・確保を基本とし、バス事業者が単独で維持することが困難な路

線については、公民連携により路線の維持を検討します。 

また、日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている地域及び駅・バス停か

ら離れている地域である公共交通不便地域において、他自治体や企業、地域が実施してい

る移動支援との連携など、国が提言する「地域における輸送資源の総動員」も視野に入れ、

地域の実情・ニーズに即した移動支援策について検討していきます。 

公共交通の維持・確保、移動支援策の導入に当たっては、国の制度改正や技術開発の動

向を注視し、ＡＩや自動運転など新たな技術の活用を検討します。 

これらの取組により、将来にわたって誰もが暮らしやすく、安心して移動が可能な、ま

ちを繋ぐ地域公共交通ネットワークの構築を目指します。 
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５－４ 計画の目標 

基本方針に基づき、３つの目標を設定します。 

 

 

公共交通の維持・向上に向けて、公共交通利用者数の増加を目指します。 

１－１ 鉄道の年間利用者数（市内 17 駅※計、新幹線を除く）の増加       

 鉄道を維持するため、年間利用者数の増加を目指します。指標については、新型コロナウ

イルス感染症の拡大前である令和元(2019)年度を基準とし、令和３(2021)年度は約８割であ

るため、令和 10(2028)年度（中間年度）で基準値の９割、令和 15(2033)年度（最終年度）で

基準値の 10 割を目標とします。※根府川駅は年間利用者数が非公表であるため、17 駅の合

計とします。 

 

 

 

 

 

 

１－２ 路線バスの年間利用者数（市内路線バス）の増加                     

 路線バスを維持するため、年間利用者数の増加を目指します。指標については、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大前である令和元(2019)年度を基準とし、令和３(2021)年度は約７割

であるため、令和 10(2028)年度（中間年度）で基準値の９割、令和 15(2033)年度（最終年度）

で基準値の 10 割を目標とします。 

 

 

 

 

 

  

 

基準値 中間年度：R10（2028） 最終年度：R15（2033） 

基準値 中間年度：R10（2028） 最終年度：R15（2033） 
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１－３ ＥＶバス・ＥＶタクシー等の導入数の増加              

今後、公共交通を維持していくためには、脱炭素社会への対応が不可欠です。 

そこで、脱炭素社会を見据え、ＥＶバス及びＥＶタクシーなど、走行時に二酸化炭素を排

出しない車両の導入を推進します。 

 指標については、令和５(2023)年度時点の各社が保有する車両を基準値とし、１年で 10％

増加とし、中間年度は基準値の 1.5 倍、最終年度は基準値の２倍を目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値の算出方法（令和５(2023)年度） 

 富士急モビリティ（株）       １台（ＥＶバス） 

箱根モビリティサービス（株）    ７台（ＥＶタクシー） 

日本交通横浜（株）小田原営業所   10 台（ＥＶタクシー） 

合  計              18 台 

基準値 中間年度：R10（2028） 最終年度：R15（2033） 
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多様な移動ニーズに対応した移動手段の確保を目指します。 

２－１ 地域公共交通サービス圏域※１の拡大                             

 誰もが快適に移動できる交通体系の構築を目指し、公共交通利用圏域の維持に努めるとと

もに、公共交通不便地域での移動支援策の実施により、地域公共交通サービス圏域の拡大を

目指します。 

指標については、令和４(2022)年度の公共交通利用圏域を基準値とし、先行地域で実施す

る移動支援策の本格運行により、地域公共交通サービス圏域を 94％に拡大することを目標と

します。 

※１ 公共交通利用圏域及び公共交通不便地域での移動支援策の実施により交通サービス 

が提供される地域を地域公共交通サービス圏域とします。 

 

 

 

 

 ※２ 鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍを公共交通利用圏域とし、そのエリア内に 

居住している人口の割合が 92.5％ 

■公共交通利用圏域と公共交通不便地域の居住状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共交通不便地域の定義 

(1) 鉄道駅 800ｍ、路線バス 300ｍから離れた地域 

(2) 日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている路線※のバス停 300ｍ以内 

   ※特に市民が日常生活に利用している路線であって、日中に連続して３時間以上、  

運行していない路線 

 

 

 

基準値 最終年度：R15（2033） 

公共交通不便地域 
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２－２ おでかけに対する将来（10年後）の不安がない方の増加                             

 令和４(2022)年度に実施した市民アンケート調査の結果、現在の外出への不安に対して、

将来（10 年後）の外出への不安が高いことから、移動支援策を実施することで、おでかけに

対する将来への不安がない方の増加を目指します。 

指標については、同アンケート調査結果の全体平均を基準値とし、将来への外出への不安

が少ない地域における「将来の移動に不安がない」と回答した割合が一番高い地域を目標と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来（10 年後）の外出への不安の割合（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来（10 年後）の外出への不安の割合（地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

20.7%

69.3%

59.4%

61.8%

61.4%

64.8%

35.9%

70.7%

23.8%

28.5%

29.7%

31.3%

27.3%

54.0%

8.5%

6.9%

12.1%

8.5%

7.4%

7.8%

10.1%

片浦地域

中央（中心部）地域

中央（郊外部）地域

富水・桜井地域

川東・南部地域

川東・北部地域

橘地域

不安がない 不安がある 無回答

川東南部 

川東北部 

基準値 最終年度：R15（2033） 

83.5% 9.1%7.4%全体

不安がない 不安がある 無回答

57.2% 34.3% 8.6%全体

不安がない 不安がある 無回答

【現在】

【将来（10 年後）】
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２－３ 70 代以上の運転免許証の返納者数の増加                             

 公共交通不便地域における、新たな移動支援の実施等により、70 代以上の運転免許証の返

納者数の増加を目指します。 

指標については、令和元年の 70 代以上の運転免許証の返納者数を基準値とし、中間年度は、

基準値の 10 割、最終年度は、中間年度の 1.15 倍を目標とします。 

 ※比率：785 人（R1）÷ 680 人（R3）＝ 1.15  

 

 

 

 

 

 

■運転免許証の返納者数の推移（全年代） 

全体 R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) 合計 

40 代以下 4 3 6 7 20 

50 代 9 14 14 11 48 

60 代 90 93 94 48 325 

70 代 465 494 428 355 1,742 

80 代 299 251 243 210 1,003 

90 代以上 21 22 9 16 68 

合計 888 877 794 647 3,206 

 

■70 代以上の運転免許証の返納者数の推移 

  R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) 

70 代以上 785 767 680 581 

 

 

  

基準値 中間年度：R10（2028） 最終年度：R15（2033） 

785 767

680

581
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R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022)

70代以上の運転免許証の返納者数 推移
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公共交通の利便性向上により、誰もが使いやすい公共交通の実現を目指します。 

３－１ 鉄道駅のバリアフリー化の推進               

誰もが利用しやすい公共交通を目指し、鉄道駅のバリアフリー化を推進します。 

指標については、令和５(2023)年度時点で段差が解消されている市内の鉄道 11 駅を基準値

とし、最終年度までに新たに１駅の整備を目標とします。 

 

 

 

 

 

■バリアフリー化(段差の解消)未整備駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

路線名 駅名 

R3(2021) 

平均乗降客数 

（人／日） 

備考 

東海道線 
早川 2,326  

根府川 ― 無人駅のため乗降者数不明 

御殿場線 下曽我 2,182  

箱根登山線 箱根板橋 1,938  

大雄山線 

緑町 336  

五百羅漢 1,202  

穴部 1,190  

基準値 最終年度：R15（2033） 
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３－２ ノンステップバス・ＵＤタクシー等の導入率の増加                  

 誰もが利用しやすい公共交通を目指し、ノンステップバス及びユニバーサルデザインタク

シー（以下、「ＵＤタクシー」という）、福祉タクシーの導入率の増加を目指します。 

指標については、国がバリアフリー法（高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法

律）に基づく基本方針で示す目標値を最終年度の目標値に設定し、計画期間内での実現（ノ

ンステップバスは、１年で 3.0％、ＵＤタクシー等は、１年で 1.2％の増加）を目標とします。 

なお、交通事業者が国の補助金を活用して導入する際に必要となる計画書を、小田原市生

活交通ネットワーク協議会で連携して作成します。 

 

 

 

 

 

 

■ノンステップバス導入状況                (令和６(2024)年２月時点) 

 

■ＵＤタクシー等導入状況（小田原交通圏） （令和５(2023)年４月時点） 

車両台数 ＵＤタクシー 福祉タクシー 合計 導入率 

486 台 52 台 12 台 64 台 13％ 

  

 
バス保有 

台数 

ノンステップバス 

導入率 備 考 車椅子 

１台 

車椅子 

２台 
計 

箱根登山バス㈱ 145 台 49 台 20 台 69 台 47.6％ 全営業所の実績値 

伊豆箱根バス㈱ 48 台 12 台 15 台 27 台 56.3％ 小田原営業所 

富士急モビリティ(株) 27 台 11 台 １台 12 台 44.4％ 湘南営業所 

神奈川中央交通㈱ 109 台 13 台 42 台 55 台 50.5％ 秦野営業所 

計 329 台 85 台 78 台 163 台 50％  

基準値 中間年度：R10（2028） 最終年度：R15（2033） 
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５－５ まちづくりの動向 

（１）小田原市都市計画マスタープラン 

人口減少・少子高齢化が進む社会状況を踏まえ、高齢者や子育て世代をはじめ市民に

とって、快適な生活環境を確保し、持続的な都市経営を推進するためには、鉄道駅周辺

など交通の利便性の高い地域におけるまちの魅力を高め、都市機能の集約による居住の

誘導を図るとともに、それぞれの拠点間を結ぶ交通軸の充実と、都市間を結ぶ広域的な

交通機能の向上を図ります。 

 

 

 

 

  

■都市計画マスタープランの拠点、交流軸等の位置付け 
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（２）小田原市立地適正化計画 

本市の将来都市構造は、中核となる拠点と生活圏の中心となる拠点が相互に連携し、

段階的な生活圏を形成する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指すも

のであり、道路・公共交通を軸にネットワークの構築を図ります。 

広域交通や拠点間の連絡を担う公共交通を幹線に位置付け、公共交通ネットワークの

骨格を形成します。幹線のイメージは、下図に示すとおり、鉄道とバス路線が一体とな

ってネットワークを形成するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■立地適正化計画における将来都市構造 

都市機能誘導区域を設定 
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（３）目指すべき将来都市構造 
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５－６ 地域公共交通ネットワークの将来像 

鉄道駅 18駅(５社６路線)、路線バス４社により利便性の高い公共交通が運行されていま

す。 

また、小田原市都市計画マスタープランや小田原市立地適正化計画で示す、集約型都市

構造については、緩やかな居住誘導を図ることとしており、実現には期間を要すことから、

当面は、鉄道、路線バスといった既存の公共交通の維持・確保を基本とし、日中に路線バ

スの運行していない空白時間帯が生じている地域及び駅・バス停から離れている地域であ

る公共交通不便地域では、様々な移動手段による交通サービスにより地域公共交通ネット

ワークを構築していきます。 

なお、移動支援に当たっては、国の制度改正や技術開発の動向を注視し、ＡＩや自動運

転など新たな技術を活用した移動手段の導入を目指します。 

 

 地域公共交通ネットワークの基幹となる鉄道及び路線バスについて、次の通り示します。 

交通モード 役割 

(1) 鉄道 

 
市外への広域移動、市内の地域間移動を担う。 

(2) 路線バス 

❶主軸路線 

 

１時間に３本以上の運行がある路線であり、広域中心拠点や地

域中心拠点と、病院や大型商業施設等との移動を担う。 

❷広域路線 

 

隣接自治体にまたがる広域的な路線で、地域拠点や生活拠点と

の移動を担う。 

❸一般路線 

 
上記、２路線以外の路線で居住地域と拠点との移動を担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■基幹ネットワーク 



- 83 - 

第６章 実施事業 

６－１ 実施事業一覧 

第５章に示す本市の地域公共交通の基本方針と目標の達成に向け、３つの事業に分類し、

26の施策を実施します。 

事業１ 既存の公共交通の維持・確保                      

■１―１ 

鉄道の利便性向上 

①運行本数の増加及び停車本数の増加等 No.１ 

②交通系ＩＣカードのまたがり利用の実現 No.２ 

■１―２ 

路線バスの維持・確保 

①主軸路線の維持 No.３ 

②広域路線の維持 No.４ 

③一般路線の維持 No.５ 

■１－３ 

運転士の確保に向けた対策 
①運転士募集に関する周知活動 No.６ 

■１－４ 

公共交通の利用促進 

①バスの乗り方教室（児童、保護者対象） No.７ 

②ラッピングバス No.８ 

③商業施設・交通事業者等と連携した企画 No.９ 

④バスマップの作成・配布 No.10 

■１－５ 

脱炭素社会を見据えた移動 

手段導入の推進 

①ＥＶバス・ＥＶタクシー等の導入 No.11 

 

 

事業２ 様々な移動手段による公共交通サービスの補完              

■２―１ 

公共交通不便地域での移動

支援 

①公共交通不便地域での移動支援 N0.12 

■２－２ 

共生社会実現のための 

要配慮者支援 

①高齢者・障がい者のタクシー等の利用助成 No.13 

②福祉有償運送 No.14 
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■３―１ 

交通結節点等の環境改善 

①鉄道とバスのダイヤ接続改善 No.15 

②駅前広場のレイアウト見直し等（安全対策） No.16 

③待合環境の改善 No.17 

④路線バスの走行環境の改善 

（渋滞解消や危険箇所の安全対策） 
No.18 

■３―２ 

バリアフリー化の推進 

①鉄道駅舎のバリアフリー化 No.19 

②ノンステップバス・ＵＤタクシー等の導入推進 No.20 

■３－３ 

案内の改善・充実 

①路線情報、運行情報等の提供の充実 No.21 

②バスマップの作成・配布（再掲） No.10再 

③ＭａａＳの活用 No.22 

④バス停の案内・サインの改善・統一化 No.23 

⑤特定の路線、方面の名称変更、工夫等 No.24 
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６－２ 目標を達成するために実施する事業 

事業１ 既存の公共交通の維持・向上                 

基幹ネットワークを構成する既存の公共交通について、引き続き、維持・確保を図るた

め、公民連携により、路線ごとの特性を踏まえたサービス水準を維持するとともに、利用

促進に取り組みます。 

 

■１―１ 鉄道の利便性向上 

①運行本数及び停車本数の増加等（施策 Ｎｏ.１） 

御殿場線については、日中に１時間に１本程度の運行となっており、他の鉄道路線と

比較しても運行本数が少ないことから、市では神奈川県鉄道輸送力増強促進会議（以下、

「県鉄道会議」という。）や御殿場線利活用推進協議会（以下、「御殿場線協議会」とい

う。）での鉄道事業者への要望を通じて、運行本数の増加を目指します。 

その他の鉄道路線についても、利便性向上のため、最終運転時刻の繰り下げ等につい

て、県鉄道会議・御殿場線協議会での鉄道事業者への要望を通じて実現を目指します。 

また、新幹線は、多くのビジネス客や観光客が利用していますが、都心へのアクセス

強化が定住人口や地域の活性化に必要不可欠です。このため、県鉄道会議を通じて、「ひ

かり」の小田原駅停車本数の増加を目指します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

 

②交通系ＩＣカードのまたがり利用の実現（施策 Ｎｏ.２） 

 国府津駅では、東海道線（ＪＲ東日本）と御殿場線（ＪＲ東海）が運行していますが、

交通系ＩＣカードでは、鉄道事業者間のまたがり利用ができない（ＩＣ定期は除く）こ

とから、鉄道利用者の利便性を向上させるため、市では県鉄道会議・御殿場線協議会で

の鉄道事業者への要望を通じて、交通系ＩＣカードのまたがり利用の早期実現を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

市：交通事業者への要望活動を実施 

鉄道事業者：検討・実施 

市：交通事業者への要望活動を実施 

鉄道事業者：検討・実施 
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（出典：神奈川県鉄道輸送力増強促進会議パンフレット） 

（出典：御殿場市ＨＰ） 

■神奈川県鉄道輸送力増強促進会議 

■御殿場線利活用推進協議会 
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■１―２ 路線バスの維持・確保 

①主軸路線の維持（施策 Ｎｏ.３） 

主軸路線については、広域的な公共交通の結節点である小田原駅や川東地域の中核と

なる鴨宮駅、国府津駅から、市立病院やダイナシティなどの需要の高い施設、観光需要

の高い箱根方面を結ぶことから、利用者が多く、１時間に３本以上運行するなど、利便

性も高い路線のため、引き続き、サービス水準を維持・確保していきます。 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

②広域路線の維持（施策 Ｎｏ.４） 

広域路線については、地域の重要な移動手段であるものの、事業者単独での維持が困

難なため、国や県、市の運行補助も含め、公民連携による路線維持を検討していきます。 

国の地域公共交通に対する支援措置である地域公共交通確保維持事業（幹線、フィー

ダー補助）の活用については以下に示します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 国・県・市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

 

 

 

 

 

主軸路線 利用者の主な用途 

① 小田原駅～箱根方面 観光 

② 小田原駅～市立病院 通院 

③ 小田原駅～国府津駅 通勤・通学 

④ 鴨宮駅～ダイナシティ 買物（商業施設） 

⑤ 鴨宮駅～国府津駅 買物（商業施設） 

広域路線 備考 

⑥ 小田原駅～石名坂 
(国)地域公共交通確保維持費補助金（フィーダー補助） 
(県)地域公共交通確保維持改善事業費補助金 
(市)地域公共交通確保維持費補助金 

⑦ 小田原駅～西大友～新松田駅 
(国)地域公共交通確保維持費補助金（幹線補助） 

⑧ 小田原駅～下曽我駅～新松田駅 

⑨ 国府津駅～下曽我駅（～新松田駅） － 

⑩ 国府津駅～橘団地 (市)地域公共交通確保維持費補助金 

⑪ 二宮駅南口～中井町役場入口 － 

⑫ 国府津駅～新松田駅 － 

⑬ ダイナシティ～新松田駅 － 

随時実施 

バス事業者：継続実施  国・県・市：運行補助 
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③一般路線の維持（施策 Ｎｏ.５） 

一般路線については、他の路線同様に地域の重要な移動手段であることから、国の補

助の活用も踏まえ、引き続き路線の維持に努めます。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統、地域内フィーダー系統補助）について 

■対象路線の位置付け、事業の必要性 

代替となる交通手段がなく、地域の重要な移動手段となっている広域路線については国

や県、市からの運行補助も含め、公民連携での路線維持を検討します。次の３路線につい

ては交通事業者の経営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の地域公共交通確保維持

事業（幹線、フィーダー補助）の活用により持続可能な運行を目指します。 

(国) 地域公共交通確保維持費補助金（地域間幹線系統補助） 

 

(国) 地域公共交通確保維持費補助金（地域内フィーダー系統補助） 

対象路線 位置付け 役割 確保維持策 

⑦ 
小田原駅～西大友 

～新松田駅 
広域路線 

小田原駅から西大友を経由

し市外への広域移動を担う 

(国)地域間幹線系統確保

維持費補助金を活用 

⑧ 
小田原駅～下曽我

駅～新松田駅 
広域路線 

小田原駅から下曽我を経由

し市外への広域移動を担う 

(国)地域間幹線系統確保

維持費補助金を活用 

対象路線 位置付け 役割 対象事業 

⑥ 小田原駅～石名坂 広域路線 
片浦地域を運行し、広域中心

拠点や地域拠点を繋ぐ 

(国)地域内フィーダー系
統確保維持費補助金を活
用 

随時実施 

地域公共交通ネット

ワークの将来像 
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■補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

 (国) 地域公共交通確保維持費補助金（地域間幹線系統補助） 

 

(国) 地域公共交通確保維持費補助金（地域内フィーダー系統補助） 

 

■定量的な目標と評価手法 

 (国) 地域公共交通確保維持費補助金（地域間幹線系統補助） 

 

 

 

 

 

 

 

※⑦利用者数：新松田駅-西大井-小田原駅、新松田駅-第一生命新大井事務所-小田原駅 

R3.10.1～R4.9.30 合計値 

※⑧利用者数：新松田駅-下曽我駅-小田原駅の R3.10.1～R4.9.30 合計値 

 

(国) 地域公共交通確保維持費補助金（地域内フィーダー系統補助）  

 

 

 

 

 

※⑥利用者数：小田原駅-石名坂の R4.4.1～R5.3.31 合計値 

 

■⑥小田原駅～石名坂の取り扱いについて 

当該路線は真鶴町に跨がっていますが、転回スペースの確保のためによるものであり、真鶴 

 町は費用負担をしていません（真鶴町は地域公共交通計画未策定）。  

対象路線（起点、経由地、終点） 事業許可区分 運行態様 実施主体 

⑦ 小田原駅～西大友～新松田駅 ４条乗合 
路線定期 

運行 

富士急モビリティ

株式会社 

⑧ 小田原駅～下曽我～新松田駅 ４条乗合 
路線定期 

運行 

富士急モビリティ

株式会社 

対象路線（起点、経由地、終点） 事業許可区分 運行態様 実施主体 

⑥ 小田原駅～石名坂 ４条乗合 
路線定期 

運行 

箱根登山バス 
株式会社 

対象路線 目標 データ取得方法 
現況値 

（R４年度）※ 

⑦ 
小田原駅～西大友～ 

新松田駅 
年間利用者数 

事業者保有データ 

より毎年整理 
63,750 人/年 

⑧ 
小田原駅～下曽我～ 

新松田駅 
年間利用者数 

事業者保有データ

より毎年整理 
45,249 人/年 

対象路線 目標 データ取得方法 
現況値 

（R４年度）※ 

⑥ 小田原駅～石名坂 年間利用者数 
事業者保有データ 

より毎年整理 
47,490 人/年 
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■１－３ 運転士の確保に向けた対策 

①運転士募集に関する周知活動（施策 Ｎｏ.６） 

路線バス、タクシーの運転士が慢性的に不足していることか    

ら、交通事業者と連携しながら、市のＨＰや広報紙等で、運転   

士募集に係る周知活動について実施します。 

 

 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● ●           

 

■１－４ 公共交通の利用促進 

①バスの乗り方教室（児童、保護者対象）（施策 Ｎｏ.７） 

将来の路線バス利用者である児童やその保護者を対象としたバスの乗り方教室につい

て、実施します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

  

内輪差の体験見学 整備工場見学 乗降体験 

■児童と保護者を対象としたバス乗り方教室 実施状況 

乗り方に関するクイズ 

豊橋市では、運転士確保支援事業として、就職

イベントを開催するとともに交通事業者と連携し

ながら HP で運転士募集に関する周知活動を行って

います。 
運転士確保支援事業（出典：豊橋市 HP） 

随時実施 

実施 
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②ラッピングバス（施策 Ｎｏ.８） 

地域の方々に愛着を持って利用いただくとともに、新規の利用者の取り込みを目的とし

て、企業や企画イベント等と連携したラッピングバスを導入します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

③商業施設・交通事業者等と連携した企画（施策 Ｎｏ.９） 

公共交通の利用促進と CO2 排出量の削減を図るため、バス事業者、商業者、行政等の公

民連携により、自家用車からエコな公共交通への転換を促進するとともに市民のおでかけ

の機会の増加を図る「バス de おでかけプロジェクト」等を実施します。 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

市 交通事業者 商業者 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● ● ●           

 

バス無料チケット配布事業 

バス無料乗車券の配布期間中ダイナシティの 
敷地内及び館内にプロジェクトののぼり旗を設置 

令和４(2022)年度（第８回）では、公共交通の利用促進等を 
目的として、バス deおでかけフェアを開催 

エヴァンゲリオンラッピングバス（出典：箱根ナビ） ラブライブ！サンシャイン!!ラッピングバス（出典：東海バス） 

随時実施 

実施 
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④バスマップの作成・配布（施策 Ｎｏ.10） 

市内を含む県西地域を運行する全ての路線バスを掲載するとともに、観光情報やバス事

業者各社の時刻表検索のＱＲコードを掲載するなど、分かりやすく利用しやすいバスマッ

プを作成し、配布します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

市 交通事業者 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

 

■１－５ 脱炭素社会を見据えた移動手段導入の推進 

①ＥＶバス・ＥＶタクシー等の導入（施策 Ｎｏ.11） 

脱炭素社会の実現を見据え、ＥＶバス・ＥＶタクシーなど、二酸化炭素を排出しない車

両の導入を推進します。 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

  

県西部都市圏バスマップ(令和４(2022)年３月発行版)

実施 

EV バス（富士急モビリティ） EV タクシー（箱根モビリティサービス） 

随時実施 
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事業２ 多様な移動支援による交通サービスの実施                     

多様な移動ニーズに対応するため、地域が取り組むボランティア輸送や福祉のタクシー

助成のほか、国が提言する「地域における輸送資源の総動員」も視野に入れながら移動支

援策を検討し、持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を進めます。 

■２－１ 公共交通不便地域での移動支援 

①公共交通不便地域での移動支援（施策 Ｎｏ.12） 

日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている地域及び駅・バス停から離れ

ている地域である公共交通不便地域において、高齢者を中心に、買物や通院など日常の移

動支援へのニーズが高いことから、地域のニーズと実情に応じた移動支援策について、実

証事業に取り組み本格運行を目指します。 

※本施策は、国の制度改正や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直します。 

移動支援策の 

実証事業 
公共交通不便地域 

①先行地域 

 （地区自治会連合会単位） 

曽我、下曽我、国府津、前羽、橘北、片浦※ 

※片浦地区自治会連合会が移動支援を実施 

②その他の地域 

（大字単位） 
※丁目は省略 

本町、中町、南町、東町、寿町、緑、板橋、城山、谷津、     

久野、荻窪、水之尾、風祭、早川、曽比、栢山、小台、中曽

根、府川、鴨宮、矢作、上新田、中新田、下新田、南鴨宮、

酒匂、小八幡、中里、飯泉、成田、桑原、千代、高田、別堀、

東大友、西大友、延清、永塚の各一部 

 

 

 

 

実施主体 実施スケジュール（年度） 

市 地域住民 民間企業 R5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

● 

 

 

● ● 

           

※隣接自治体が移動支援を実施している場合は、連携についても並行して検討 

【移動支援策の例】※詳細は 95 ページ参照 

・相乗りタクシー  ：通常のタクシーに地域住民で相乗りして利用する運行形態 

・乗合タクシー   ：予約に応じて運行する乗合タクシー 

・タクシー助成    ：通常のタクシーの利用に対して、行政等で利用料金を助成する制度  

・自家用有償旅客運送：既存の公共交通が困難な地域における自家用車を用いた輸送サービス 

 

  実証事業 

【①先行地域】 

【②その他の地域】 

本格運行(必要に応じて見直し) 

※その他の地域は、実証事業を繰り返しながら効果を検証
し、本格運行について検討するほか、先行地域と合わせ
た運行についても検討 

効果検証地域・関係者協議 

実証事業 

効果検証 

地域・関係者協議 
効果検証 

地域・関係者協議 

実証事業 

実証事業 
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■公共交通不便地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共交通不便地域の定義 

 (1) 鉄道駅 800ｍ、路線バス 300ｍから離れた地域 

 (2) 日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている路線※のバス停 300ｍ以内 

  ※特に市民が日常生活に利用している路線であって、日中に連続して３時間以上、運行

していない路線 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域・路線 時間帯 

① 
片浦地域 

（小田原駅～石名坂） 
９時～12 時台 

② 
下曽我・国府津地域 

（国府津駅～下曽我駅） 
11 時～17 時台 

③ 
豊川・上府中・曽我地域 

（小田原駅～新松田駅） 
10 時～12 時台(小田原駅行) 

11 時～15 時台(新松田駅行) 

④ 
橘地域 

（国府津駅～橘団地） 

9 時～11 時台 

14 時～15 時台 

公共交通不便地域 

※直近の大幅な減便 

・令和４年３月：橘地域（52 便→20 便） 

・令和４年４月：片浦地域（21便→11 便） 
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■先行地域での移動支援の実証事業（令和５(2023)年度実施「おだタク・おだチケ実証事業」） 

(1)事業概要 

曽我・下曽我・国府津・前羽・橘北地区を

対象に、令和５年 11 月から令和６年３月ま

で「おだタク・おだチケ実証事業」を実施し

ました。 

 

ア 相乗りタクシー「おだタク」 

前羽地区と国府津駅の区間で、路線バ

スの運行していない空白時間帯に、事前

予約制の相乗りタクシーを運行する。

（「相乗り」は、運賃を乗車人数で割り、 

支払う仕組み） 

運 行 日 令和５年 11 月１日(水)～令和６年３月 29 日(金)のうち平日 

対 象 者 
事前予約をすれば誰でも利用可能 

(居住地区、年齢、運転免許証非保有の制限なし) 

運行区間 町屋公民館・小学校前バス停付近 ⇔ 国府津駅 

運行時間 午前９時 30 分～11 時 30 分/午後２時～４時 

運行便数 １日当たり合計 18 便（午前９便/午後９便） 

運  賃 １便につき 600 円、最大４名で相乗り (例)４名乗車⇒150 円/名 

利用方法 
①利用日の１か月前から当日の利用１時間前までに、運行するタクシー事業

者に電話予約（市内事業者７社による週替わりの運行） 

②予約日時に乗車し、降車時に各利用者が個々に運賃を乗務員に支払う。 

 

イ タクシー・路線バス共通助成券「おだチケ」 

曽我・下曽我・国府津・前羽・橘北地区にお住いで、75歳以上の運転免許証非保有者

を対象に、タクシーと路線バスで利用できる共通助成券を配布する。 

申請期間 令和５年 10 月 23 日(月)～令和６年３月 15 日(金) 

利用期間 令和５年 11 月 1日(水)～令和６年３月 31 日(日) 

対象地区 曽我・下曽我・国府津・前羽・橘北地区 

対 象 者 対象地区に居住する 75歳以上の運転免許証非保有者 

助成金額 一人につき 12,000 円分(100 円券×120 枚) 

配布方法 窓口及び郵送で申請受付・交付(必要書類：申請書・本人確認書類) 

利用方法 [タクシー]乗務員に共通助成券を手渡し 

[路線バス]運賃箱等に共通助成券を投函 

利用上限額 
[タクシー]上限額 2,400 円(１人１乗車につき) 

[路線バス]上限なし（神奈川中央交通「かなちゃん手形」・富士急湘南バス

「シルバー定期券」の購入にも利用可能とするため）  

利用できる 

交通事業者 

[タクシー]市内事業者等(市内での乗車又は降車で利用可) 

[路線バス]富士急モビリティ(市内バス停での降車で利用可) 

神奈川中央交通(国府津駅～橘団地の区間で利用可) 
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(2)中間検証 

  事業終了後に、利用者数や満足度、利用しなかった理由などを調査し、その効果を検証

することとしていましたが、本計画への位置付けや、令和６年度の取組を検討するため、

令和５年 11 月から 12月末までの実績等に基づき、中間検証を行いました。 

【中間検証の概要】 

① 相乗りタクシー「おだタク」 検証期間：令和５年 11月１日～12月 28 日 

 

  ア 利用者数 

平日40日間(11・12月各20日間)運行し、延べ 56人の利用(平均1.4人／日) 

  午前便 午後便  

町屋公民館 発 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 2:15 2:45 3:15 3:45 

  

合計 

利用人数 9 12 6 5 3 3 2 2 0 42 

小学校前 発 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 2:15 2:45 3:15 3:45 

  

合計 

利用人数 2 2 1 0 2 0 0 0 0 7 

国府津駅 発 9:45 10:15 10:45 11:15 

  

2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 合計 

利用人数 0 0 0 0 0 0 3 3 1 7 

合計 
11 14 7 5 5 3 2 5 3 1 

56 人 
42 人 14 人 

 

イ 稼働便数 

月 運行可能便数(Ａ) 実稼働便数(Ｂ) 稼働率(Ｂ／Ａ) 

11 月 360 便 21 便 5.8％ 

12 月 360 便 19 便 5.3％ 

合計 720 便 40 便 5.6％ 

  ※運行可能便数(Ａ)：１日当たり 18 便×運行日数 

  ※実稼働便数(Ｂ)：１人以上の利用があった便数 

 

ウ 運賃収入 

月 
運行委託料 

(Ｃ) 

運賃収入上限額 

(Ｄ) 

実運賃収入 

(Ｅ) 

収支率(上限) 

(Ｄ／Ｃ) 

実収入率 

(Ｅ／Ｄ) 

11 月 871,200 円 216,000 円 12,600 円 24.8％ 5.8％ 

12 月 871,200 円 216,000 円 11,400 円 24.8％ 5.3％ 

合計 1,742,400 円 432,000 円 24,000 円 24.8％ 5.6％ 

※１便当たりの運賃 600 円(定員４人) 

  ※運賃収入上限額(Ｄ)：運行可能便数(Ａ)×600 円 

  ※実運賃収入(Ｅ)：実稼働便数(Ｂ)×600 円 
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② タクシー・路線バス共通助成券「おだチケ」 

 検証期間：令和５年 11 月１日～12 月 31 日 

  ア 申請者数(申請期間：令和５年 10 月 23 日～12 月 28 日) 

  【地域別申請者数】 

地区名 
対象者数 

(Ａ) 

申請者数 

(Ｂ) 

申請率 

(Ｂ／Ａ) 

配布金額 

(Ｂ×12,000 円) 

曽我 226 人 62 人 27.4% 744,000 円 

下曽我 348 人 100 人 28.7% 1,200,000 円 

国府津 807 人 368 人 45.6% 4,416,000 円 

前羽 395 人 192 人 48.6% 2,304,000 円 

橘北 737 人 347 人 47.1% 4,164,000 円 

合計 2,513 人 1,069 人 42.5% 12,828,000 円 

10～11 月計  965 人  11,580,000 円 

12 月計  104 人  1,248,000 円 

※対象者数(Ａ)の算定方法 

対象者数(運転免許証非保有者数)＝75 歳以上人口－運転免許証保有者数 

  イ 利用者数・利用金額(利用期間：令和５年 11 月１日～12 月 31 日) 

 
延べ利用者数 利用金額 

 利用割合  利用割合 

タクシー 2,170 人 68％ 2,584,800 円 81％ 

路線バス 1,042 人 32％ 620,700 円 19％ 

合計 3,212 人  3,205,500 円  

11 月計 1,495 人  1,377,400 円  

12 月計 1,717 人  1,828,100 円  

   申請者（1,069 人）が利用した金額の利用率は約 25％、一人当たりの利用回数

は約３回となっている。 

※利用率：約 25％（利用金額 3,205,500 円÷配布金額 12,828,000 円） 

   ※一人当たりの利用回数：約３回(延べ利用者数3,212 人÷申請者数1,069人) 

  

ウ 利用者の移動状況 

    確認方法：共通助成券の裏面に乗車日時と乗降場所の記入があった 

ものを集計 

【移動時間帯】 

午前 6～8時 午前 9～11 時 正午～午後 3時 午後 4～7時 夜間～早朝 

4.8% 41.2% 37.2% 12.3% 4.5% 

【乗降場所】 

 対象地区 

周辺 

小田原駅 

周辺 

鴨宮駅 

周辺 

酒匂・小八幡 

周辺 
二宮町 その他 

乗車場所 62.1% 8.1% 11.6% 5.2% 11.1% 1.9% 

降車場所 68.6% 6.6% 7.6% 8.4% 4.8% 4.0% 

  ※対象地区周辺：曽我・下曽我・国府津・前羽・橘北地区 
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【中間検証の結果及び今後の方向性】 

 ア 中間評価 

・片浦地域主体のタクシー輸送では、利用者は多く、稼働率も高かったが、一方、前羽地

域の相乗りタクシーについては、利用者は少なく、稼働率も低かったものの、利用者の

満足度は高く、幅広い年代が利用していることから、利用実態に即した事業の見直しの

検討と併せて、事業継続について検討する必要があります。 

・共通助成券については、他自治体と比べ、申請率が高く、日常の移動支援に役立ってお

り、また、タクシーだけでなく、路線バスの利用も一定数あり、公共交通の利用促進に

も資する取組となっていることから、事業継続について検討する必要があります。 

イ 事業の見直しの検討 

・相乗りタクシーについては、利用実態に即した運行日数や便数の変更について検討する

とともに、利用状況や地域の意見等を踏まえ、乗降スポットの増設や運行ルートの延伸、

予約なしでの定時運行など、運用方法の見直しについて検討する必要があります。 

・共通助成券については、利用状況や地域の意見等を踏まえ、対象年齢や運転免許証の有

無の対象要件等の見直しについて検討する必要があります。 

 ウ その他の地域での取組 

・相乗りタクシーについては、利用者は少ないが、満足度は高く、幅広い年代が利用して

いることから、日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている地域では、一

定の効果が見込まれるため、他の空白時間帯が生じている地域での検証についても検討

する必要があります。 

・共通助成券については、運転免許証を持っていない移動が困難な高齢者に効果がみられ

ることから、運転免許証非保有率や高齢者人口、路線バスの運行状況、先行的に実施し

ている対象地域との位置関係等を総合的に勘案して、その他の地域での検証についても

検討する必要があります。  



- 99 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな移動支援の実施フロー（イメージ） 

新たな移動支援を実施する際は、次のフロー（イメージ）に基づき取り組むことと

し、必要に応じて、交通の専門家を派遣します。なお、各 Step において、小田原市生

活交通ネットワーク協議会と協議するものとします。 

Step１：地域住民等との意見交換 

・地域の現状の把握、課題の抽出・整理 

・先進自治体の取組を参考 

・意見交換参加者（地域（検討組織立ち上げなど）、市、専門家、交通事業者） 

 

Step２：新たな移動支援の実施の検討（実施の可否含む） 

・運行形態（相乗りタクシー、乗合タクシー、自家用有償旅客運送等）の検討 

・対象者、移動目的、運行ルート（区域）、乗降場所、ダイヤ、運賃等の検討 

・関係機関との事前協議（交通事業者・交通管理者・運輸局） 

・事業採算性の検証（資金調達の検討） 

  

Step３：実証事業の実施 

・運行に係る許可申請等の手続き 

・交通事業者の選定・契約・協議、車両の確保、停留所等の設置 

・地域での説明会の開催、広報・掲示物等による周知・利用促進の取組 

  

Step４：効果検証 

・利用者数や収支状況等を定期的に確認、分析 

・地域、交通事業者と協議し、必要に応じて利用促進の取組や運行計画の 

見直しを実施 

 

Step５：本格運行（または実証事業の見直し・終了） 

・検証の結果、一定の基準以上の場合、本格運行へ移行 

・運行計画を見直しても効果が見込まれない場合、運行を終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実証事業の結果を  
踏まえた効果検証 

・事業内容の見直し 

・提案内容への助言 

・実施地域の優先順位 

・実施可否 

・利用状況や 
社会情勢を 
踏まえた見直し 
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新たな移動支援を実施する際の小田原市生活交通ネットワーク協議会の役割 

 

小田原市生活交通ネットワーク協議会規約第１条及び第２条に基づき、小田原市生活交通

ネットワーク協議会は、新たな移動支援を実施する際に、各ステップにおいて、次の事項に

ついて協議します。 

 

Step１：地域住民等との意見交換 

Step２：新たな移動支援導入の検討 

・新たな移動支援の導入について、提案内容への助言や、複数地域での導入に関する相談

を受けた場合は、優先順位について協議します。 

 

Step３：実証事業の実施 

・実施地域のエリア設定や、実証事業の期間、運行形態などの実施内容に関する協議を行

うとともに、効果検証に必要な目標値、評価指標等について協議します。 

 

Step４：効果検証 

Step５：本格運行（または実証事業の終了） 

・実施結果を踏まえた効果検証を行うとともに、必要に応じて事業の見直し内容、事業継

続の妥当性について協議します。 

 

※上記のほか、必要に応じて実施内容に係る協議を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小田原市生活交通ネットワーク協議会規約（抜粋） 

（目的） 

第１条 小田原市生活交通ネットワーク協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条第１項の規定に基づく地

域公共交通計画の作成に関する協議等及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要

綱第２条第１項第１号の規定に基づく生活交通ネットワーク計画（以下「ネットワーク計画」

という。）の作成に関する協議等、並びに道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路

運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）の規定に基づく地域住民の生活に必要な旅

客輸送の確保その他の旅客の利便の増進に必要な協議等を行うために設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 地域公共交通計画及びネットワーク計画等の作成及び変更に関する事項 

(2) 地域公共交通計画及びネットワーク計画等の実施に係る連絡調整に関する事項 

(3) 地域公共交通計画及びネットワーク計画等に定められた事業の実施に関する事項 

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び料金、運賃等に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 
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移動支援の実施に当たっては、移動手段の特徴を踏まえるとともに、地域との協議の上、

ニーズに適した選択が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動支援策 特徴等 

相乗りタクシー 
タクシー(道路運送法第 4 条・乗用)に、地域住民同士で相乗りすることで、限ら

れた移動手段の中で多くの人が低廉に移動することを目指すものです。 

乗合タクシー 

 （デマンド交通） 

定員 11 人未満の車両を用いた乗合交通であり、小型バスサイズでも運行できない

道路の狭い地域での運行が可能です。 

 

路線定期運行 
路線不定期運行 

路線定期運行は、路線バスのように決められたルートを決められた時間に運行す

る乗合交通です。一方、路線不定期運行は、ルートは決まっていますが、予約が

無い場合は運行しません。路線定期運行は事前予約が不要ですが、路線不定期運

行は予約が無い場合は、運行しない分の燃料費がかからない(待機する運転士の人

件費や予約受付の経費はかかる)など、運行形態により一長一短があります。 

区域運行 

区域運行は、路線を定めずに営業区域を設定し、旅客の需要に応じた乗合運送を

行なう運行形態で、自宅から目的地までのドアツードアが可能です。事前予約制

であることから利用する方は都度予約が必要となります。 

コミュニティバス 

公共交通不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し交通事業者に

委託するなどして運行する乗合交通です。小型バス車両などを使用し、大型の路

線バス等が運行できない道路の狭い地域での運行や、ニーズに応じたルート設定

などを行うことが多く、既存の路線バスと競合しないようにするといった交通体

系の配慮が求められます。 

自家用有償旅客運送 

既存のバス・タクシー事業者による輸送サービスの提供が困難な地域において、

市町村や NPO 法人等が、自家用車を用いて交通サービスを提供するものです。（観

光地などでのタクシー不足の解消に向け、国や県がライドシェアについて検討を

開始したことから、今後の動向を注視します。） 

ボランティア輸送 

(企業輸送含む) 

道路運送法の許可を要しない形での、地域のボランティアドライバーによる輸送

サービスです。ボランティアの方に対価として報酬が支払えない(燃料代などの実

費の支払いは可能)点や、ドライバー(第１種免許で可)の確保に課題が生じる場合

があります。 

隣接自治体（コミュニ

ティバス等）との連携 

新たに車両等を用意する必要がないため、コストを削減できる可能性があります

が、隣接自治体の運行ダイヤに影響があることから、交通事業者含め、詳細な協

議が必要です。 

タクシー助成 

車両の導入が不要であり、イニシャルコストが抑えられるとともに、利用された

分のみ精算することから効率的です。また、路線バスにも使用可能とすれば利用

促進にもなります。公平性の観点から対象地域や配布条件は要検討が必要です。 

■（参考）利用者特性と輸送形態による交通手段の位置付け 

■（参考）移動支援策の特徴等の整理 

本市における移動支援策の検討領域 

公共交通 

（基幹ネットワーク＋タクシー） 

出典：「地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き」（国土交通省）に加筆 
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移動支援策の取組事例 

■タクシーを活用した移動支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域主体の移動に関する取組 

片浦地区まちづくり委員会では、令和２(2020)年１月から、道路運送法の許可を要し

ない、地域のボランティア運転員による送迎サービスを実施しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企業車両等を活用した移動手段の確保 

令和４(2022)年４月に路線バスが減便されたことから、片浦小学校が午前日課の際に

路線バスで通学する児童の帰りの移動手段を確保するため、ヒルトン小田原リゾート＆

スパが地域貢献として、根府川駅から児童の最寄のバス停まで送迎バスを無償で運行し

ています。(年間 15 日程度) 

 

 

■おでかけサポートの流れ(出典：広報小田原) 

おでかけサポート 

ボランティア運転員が所有する車両

等を使用し、自宅周辺から板橋にあるス

ーパーまでの行きと帰りの送迎を実施 

※毎週月曜日（年末年始等除く） 

利用者はガソリン代実費分のみ負担 

ヒルトン小田原リゾート＆スパによる移動支援 

片浦地区自治会連合会によるタクシーを活用 

した移動支援 
タクシーを活用した移動サービス（相乗り定額タクシー） 

（出典：横浜市 HP） 
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＜新たな技術の活用について＞ 

移動手段の導入に当たっては、国の制度改正や技術開発の動向に注視し、自動運転や 

ＡＩなどの活用も見据えて検討していきます。 

また、神奈川県が県西地域で検討を進める自動運転車両の実証実験に係る路線調査等と

も連携し、新たな技術の活用を目指してまいります。 

 自動運転について 

・令和５(2023)年４月の道路交通法の改正によりレベル４の自動運転（特定条件下での完全自

動運転）が解禁され、令和５年５月には福井県永平寺町でレベル４の自動運転移動サービス

が開始されるなど、技術が進展しています。今後は、レベル４の普及拡大などが国としての

目標とされています。 

【政府目標】2022年度目途 レベル４移動サービスの実現 ⇒ 2025年目途 全国50か所に拡大 

2025年目途 高速道路レベル４の実現 

■自動運転技術の現状と目標（国土交通省資料に一部加筆（黄色部分）） 

 
・2025 年度目途 50か所程度、2027 年度 100 か所以上で自動運転移動サービスを実現※すべ

く、令和５(2023)年を交通モード間連携による「電動化・自動運転実装化元年」と位置付

け、国土交通省一丸となって取組を進めることとされています。 

（※デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４(2022)年 12 月閣議決定）） 

■自動運転技術に係る今後の取組方針（国土交通省資料） 

 

国土交通省自動運転戦略本部 第 7 回会合（令和５(2023)年１月 20 日）資料より 

R5.5 福井県永平寺町 

レベル４での自動運転

移動サービス開始 
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ＡＩを活用したオンデマンド交通について 

 区域運行等を行う際にＡＩを活用することで、予約状況や目的地を踏まえた最適な運行

ルートが提示され、配車の管理やドライバーの負担が軽減し、効率的な運行が可能となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 HP 

#西日本鉄道株式会社 HP より   

 

      【オンデマンド交通の利用イメージ】 
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■２－２ 共生社会実現のための要配慮者支援 

①高齢者・障がい者のタクシー等の利用助成（施策 Ｎｏ.13） 

移動が困難な方を対象にタクシーの利用助成を行うとともに、駅やバス停までの移動

が難しい方への移動支援を視野に入れ、利便性の向上について検討します。 

♦高齢者のタクシー利用助成 

在宅の介護を要する高齢者等が通院時等に、タクシーを利用した場合に、運賃の一

部（初乗り運賃相当額）を助成します。 

♦障がい者のタクシー利用助成 

在宅の重度障がい者等が、タクシーを利用した場合に、運賃の一部（初乗り運賃相

当額）を助成します。 

♦福祉有償運送の利用助成 

  介助を要するなど、一人でタクシー等の公共交通を利用することが難しい高齢者や

障がい者の運送を行うサービスで、上限 500 円を助成します。 

    ※社会福祉法人 風祭の森（高齢者は対象）、一般社団法人 寄り添い隊は、助成の

対象外 

実施主体（●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施）  実施スケジュール（年度） 

市 交通事業者 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 

          

 

②福祉有償運送（施策 Ｎｏ.14） 

他の方の介助がなくては移動することが難しく、１人でタクシー等の公共交通機関を

利用することが困難な身体障がい者、要介護者、その他障がいのある方等の運送サービ

スを実施します。 

 

実施団体 保有車両 

社会福祉法人 風祭の森 福祉車両３台、

一般車両１台 

特定非営利活動法人 車窓の会 福祉車両１台、

一般車両 18 台 

特定非営利活動法人 歩歩 福祉車両６台、

一般車両 10 台 

特定非営利活動法人 音楽カレッジ

みゅう 

福祉車両３台、

一般車両１台 

一般社団法人 寄り添い隊 福祉車両１台、

一般車両３台 

社会福祉法人 小田原福祉会潤生園

（潤生園お出かけサポート） 

福祉車両８台、

一般車両７台 
 

実施主体（●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施）  実施スケジュール（年度） 

事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

■市内の福祉有償運送実施団体（令和４(2022)年４月時点） 

小田原市ホームページより 

実施 

高齢者・障がい者タクシー等の利用助成 

 

利便性の向上 

実証事業 

本格運用 

実施 

検討 
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事業３ 乗継環境等の改善及び情報案内の充実                     

小田原駅を中心に新幹線を含む鉄道５社６路線が運行し、市域全体で路線バスが運行して

いることから、異なる交通手段を乗り継いで移動する市民・来訪者が多い状況となっていま

す。一方で、公共交通利用者に対するアンケートによると、直近２ヶ月で公共交通を乗り継

いだ方の４割以上が、乗継の待ち時間・ダイヤ接続について「不満足」「やや不満足」と回答

しています。（「満足」「やや満足」の回答割合は 15.2％） 

また、これまで案内表示の改善等に努めてきましたが、公共交通利用者へのアンケート

結果では、「小田原駅では、自分の乗るべきバスが次に東口・西口どちらから出るのか分か

らない」、「路線網が複雑でどこからどこへバスが運行しているのか分からない」などの意

見がありました。このことから、利用者の利便性を向上させるため、乗継環境等の改善及

び情報案内の充実化に向けて取り組んでいきます。 

■３－１ 交通結節点等の環境改善 

①鉄道とバスのダイヤ接続改善（施策 Ｎｏ.15） 

公共交通利用者の乗継に対する満足度を向上させるため、交通事業者間で連携し、鉄

道駅や主要施設など乗継拠点における到着・出発の時間について、ダイヤの改善を行い

ます。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

②駅前広場のレイアウト見直し等（安全対策）（施策 Ｎｏ.16） 

小田原駅西口広場は、安全で快適な広場空間とするため、隣接する街区との一体的な

整備に向けた検討を進めます。 

また、駅前広場内における歩行者の乱横断などに対する注意喚起をはじめとした安全

対策に取り組みます。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

市 交通事業者 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

乗継改善イメージ 

乗継の改善 

Before 18:21 発  

After  18:35 発  

鉄道駅 

18:28 着 
最終バスの

繰り下げ 

随時実施 

小田原駅東口広場の注意喚起 小田原駅西口広場 

継続実施 
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③待合環境の改善（施策 Ｎｏ.17） 

   路線バスの待合環境を改善するため、必要に応じてバス停に屋根やベンチ等の設置、

バス乗降箇所の段差の解消等を実施します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

④路線バスの走行環境の改善（渋滞解消や危険箇所の安全対策）（施策 Ｎｏ.18） 

    路線バスの定時性の確保や安全な運行を行うため、渋滞解消に係る検討や危険箇所

（バス停含む）の安全対策について、必要に応じて交通事業者・道路管理者・交通管理

者と協議しながら実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

市 交通事業者等 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● ●           

 

  

出典：横浜市交通局資料 

バス停上屋整備（広告付き）事例 

After Before 

乗降スペースの確保に向けた整備 

随時実施 

随時実施 

危険なバス停の移設 
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■３－２ バリアフリー化の推進 

  ①鉄道駅舎のバリアフリー化（施策 Ｎｏ.19） 

鉄道駅を誰もが利用しやすいよう、鉄道駅舎の 

バリアフリー化について、県鉄道会議や御殿場線 

協議会での鉄道事業者への要望を通じて推進し 

ます。 

   また、必要に応じて、整備に係る費用について、 

国や市から一部経費の補助を行います。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

  

大雄山線井細田駅でのスロープ整備等(令和４年度実施) 

（国と市から鉄道事業者に対して整備費の一部を補助） 

随時実施 
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②ノンステップバス・ＵＤタクシー等の導入推進（施策 Ｎｏ.20） 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91 号） 

の規定に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、令和７(2025)年度

末までにノンステップバスの導入率を約 80％、福祉タクシー車両を全国で約９万台（総

車両の約 25％）導入することが目標として定められています。 

このため、引き続き、高齢者や障がい者、外国人観光客など、誰もが利用しやすい車両 

の導入を推進します。 

なお、交通事業者が国の補助金を活用して導入する際に必要となる計画書を、小田原

市生活交通ネットワーク協議会で連携して作成します。 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇 
          

  

ノンステップバス（出典：国交省 HP） 

UD タクシー 

随時実施 



- 110 - 

■３－３ 案内の改善・充実 

  ①路線情報、運行情報等の提供の充実（施策 Ｎｏ.21） 

   各事業者が導入しているバスロケーションシステムにより、渋滞や車内の混雑状況な

どの運行情報を提供することで、引き続き、利用者の利便性向上に努めます。 

   また、小田原駅では、東口と西口からそれぞれ路線バスが運行しており、初めて来訪

された方には、バスのりばや行先が分かりにくい状況となっています。 

令和元(2019)年度に小田原駅東西自由連絡通路等の情報案内板整備を実施し、二か国

語標記への統一やピクトグラムの設置、東口西口バス停全体表示への変更などを行って

おり、引き続き、誰もが分かりやすい情報案内について検討します。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● ● 

          

②バスマップの作成・配布（再掲）（施策 Ｎｏ.10再） 

１－４ 公共交通の利用促進策に記載 

 

箱根登山バス バスロケーションシステム 

デジタルサイネージ等、誰もが分かりやすい情報案内の研究・検討 

バスロケーションシステム等による運行情報案内 

実施 

研究・協議・ 検討・協議 実施 

表示板 

沼津駅南口路線バスデジタルサイネージ（出典：沼津市 HP） 

表示内容 
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③ＭａａＳの活用（施策 Ｎｏ.22） 

   小田急電鉄(株)が開発・運営している「ＥＭｏｔアプリ」を利用した、ＭａａＳサー

ビスにより、目的地への移動の際に、様々な移動手段を効率的に組み合わせた経路の 

検索を行うことが可能になるとともに、小田急線の特急券や観光フリーパスの検索・ 

予約・決済、小田原城などの観光施設の電子チケットの購入をシームレスに行うことが

でき、移動の利便性が向上しています。 

   このような、デジタル技術を活用した利便性向上に資する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

  

「ＥＭｏｔ」は、小田急電鉄(株)が開発・運営している、移動や観光においての利便性を高め、電子チケッ

ト等も提供できるＭａａＳのサービスです。箱根フリーパスや特急ロマンスカーの特急券をはじめ、様々な

交通サービスや観光施設のセットチケットを、スマホで買って使うことができます。スマートフォンアプリ

(EMot)と、ウェブサイト(EMot オンラインチケット)からご利用いただけます。 

出典：小田原市 HP 

実施 技術革新等の状況により実施内容を検討 
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  ④バス停の案内・サインの改善・統一化（施策 Ｎｏ.23） 

   小田原駅周辺など複数のバス事業者が運行している地域においては、事業者ごとにバ

ス停が設置されたり、１か所に異なる名称のバス停が設置されています。 

   このため、バス停やバス停の名称を統一するとともに、共通の時刻表・路線図・運賃

表を掲出するなど、分かりやすい情報提供に努めます。 

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● 〇           

 

  ⑤特定の路線、方面の名称変更、工夫等（施策 Ｎｏ.24） 

   バス路線に対して、市民になじみやすい名称を付けるほか、方面別にカラーリングや

記号を使用するなど、わかりやすいサインを検討します。 

   また、主軸路線については、高いサービス水準を維持しており、利便性が高いことを

広く周知していくことで、路線のブランド化を目指します。 

 

  

実施主体 （●：主体的に実施、〇：主体と連携し実施） 実施スケジュール（年度） 

交通事業者 市 R6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

● ● 
          

三社統一バス停（銀座通り）

随時実施 

３社のバス路線が運行する路線におい

て、新たにバス停を設置した際に、標記

やデザインを統一した共通のバス停を設

置しました。 

出典：うべバス（山口県宇部市） 

研究 検討・協議 実施 
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第７章 計画の実現に向けて 

７－１ PDCA サイクルによる計画の推進 

本計画の推進に当たっては、小田原市生活交通ネットワーク協議会のもと展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、計画の策定（Plan）、施策・事業の実施（Do）、進行管理・評価（Check）、見直し・

改善（Action）を繰り返す PDCA サイクルの考え方により推進します。進行管理・評価（Check）

に当たっては、本計画の事業スケジュールや目標値を活用します。 

（１）Plan（計画） 

小田原市生活交通ネットワーク協議会等において、具体的な事業や実施期間等を定めた、

本計画を策定します。 

（２）Do（実施） 

目標を達成するために設定した施策・事業を、計画に沿って実施します。なお、本計画の

目標達成に効果的につながるよう、各関係者が連携しながら推進します。 

（３）Check（評価） 

目標を達成するために設定した施策・事業が計画に沿って実施されているか、また、目標

が達成されているかについて、適宜進行管理・評価を実施します。目標については、毎年、

設定した目標値への達成状況を確認します。 

（４）Action（改善） 

事業の実施状況や目標の達成状況、さらには社会環境の変化などを踏まえ、取組の見直し

や改善を図ります。 

 

  

小田原市生活交通ネットワーク協議会 
・事業に関する協議、決定 

・地域公共交通の導入や変更等に関する協議 

・事業実施状況のモニタリング・評価 

小田原市生活交通ネットワーク協議会 作業部会 

・計画期間の事業に関するマネジメントの実施 

・事業に係る調整、実施、実施状況評価 

図 計画の実現に向けた検討組織 

・交通事業者 

・市民・企業 

・関係所管 など 

必要に応じて、関係者と協議 
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７－２ 関係者との一体的な取組 

将来にわたって誰もが利用しやすい持続可能な地域公共交通を実現していくためには、

交通事業者の取組だけでは困難であり、交通事業者、市民、行政等が主体性をもって各々

の責務を全うするための、役割分担の明確化が重要となります。また、それぞれがパート

ナーとして連携し、三位一体となった推進が不可欠です。 

前項で示したように、小田原市生活交通ネットワーク協議会を継続的に開催し、事業の

進捗報告や情報交換、意見交換等を行い、目標に向けた取組、チェックに基づく計画の見

直し等を、各事業主体が連携し行っていきます。 

 

事業主体 役割 

市民・企業 ・積極的な利用  

・公共交通を維持する意識の向上  

・計画や利用促進活動への参画  

・公共交通の各種施策に対する協力  

・所有車両を活用した取組可能な移動支援 

・自治体や交通事業者との連携・協働 

交通事業者 ・公共交通の運行主体としての運行、運営 

・利用者ニーズを踏まえた運行サービスの提供 

・分かりやすい情報提供 

・利用環境の整備 

・各種公共交通施策の取組 

行政 ・公共交通施策に係る総合的な施策の推進  

・運行継続や実施のための支援  

・交通事業者、市民、企業、関係団体間の調整  

・利用促進に向けた啓発、情報発信支援などのソフト施策の実施  

・その他利用促進の環境整備 
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７－３ 計画の進捗管理と評価スケジュール 

本計画では以下に示す通り、PDCA サイクルの考え方により長期スパン及び単年度

において計画の進捗管理、評価の実践を次年度以降に行います。 

また、本計画に位置付けた事業の実施により、公共交通の利便性向上等が図られ

ているかを把握するため、地域ごとの路線バス等の運行状況について、下記項目の

モニタリングを行います。 

なお、新たな仕組みや社会情勢の変化等に伴い、計画の見直しが必要となった際

には、計画期間中であっても、小田原市生活交通ネットワーク協議会で協議の上、

計画の見直しを実施します。 

 

 

 前期 後期  

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～ 

施策実施確認 

内容の評価 

(プロセス評価) 

事業実施 

 

実施状況の確認 

・評価 

           

目標の達成 

状況の評価 

(効果の評価) 

毎年確認可能な 

数値のチェック 

           

課題共有 実施課題の共有 
           

改善と反映 
次年度実施の 

改善と反映 
           

 

 

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

協議会           

主な行事 
            

実施すること 

            

作業部会             

 

 

 

  

表 長期スパンにおける進捗管理、評価スケジュール 

中間年の目標 

達成状況評価 

反映 反映 反映 反映 反映 反映 反映 反映 反映 

最終年の目標 

達成状況評価 

表 単年度の進捗管理、評価スケジュール 

次年度予算本要求 
要求 

事業実施 

実施状況の確認、評価、 
課題の共有改善検討 
 

❶ 

★ 

(必要に応じて実施) 

モニタリング 
（実施状況の確認） 

Ｃ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

※P（Plan）、D（Do）、C（Check）、A（Action）をそれぞれ示しています。 

次年度へ 

❷ 

前年度事業評価（国からのバス実績の提供は８月以降） 
 

★ 
次年度予算概算要求 

要求 

Ｄ 

国補助（幹線・フィーダー） 

計画書の策定 

Ｐ 

実施状況等を踏まえ、必要に応じて、 
計画の見直し 
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参考資料 

小田原市地域公共交通計画策定に係る体制及び経緯 

１ 小田原市生活交通ネットワーク協議会 

  小田原市全体の公共交通の在り方について考え、持続可能な公共交通ネットワークを構

築するため、平成 24(2012)年 1 月に設置しました。 

  市民代表、交通事業者、学識経験者、行政等の計 17 名で構成する、「地域交通法」に基

づく法定協議会であり、「道路運送法」の規定による地域公共交通会議、「地域公共交通確

保維持改善事業費補助金交付要綱」の規定による協議会の機能も兼ねた協議会です。 

  本計画の策定に当たって、８回の会議を開催し、協議を行うとともに、住民説明会や計

画素案に対する市民の意見などを踏まえ、本計画を策定しました。 

 

２ 小田原市生活交通ネットワーク協議会作業部会 

  小田原市生活交通ネットワーク協議会の下部組織として、バス事業者、学識経験者、市 

（事務局）の３者で構成したものです。 

本計画の策定に当たり、３回の会議を開催し、各種調査、具体的な内容等について検討、

協議を行いました。 

 

小田原市生活交通ネットワーク協議会 開催経緯 
 

開催日 主な協議事項 

令和４年４月 15日（金） 

書面協議 

・小田原市地域公共交通計画策定業務プロポーザル審査委員会の設置に係る

事項について 等 
 

令和４年８月 24日（水） ・小田原市地域公共交通総合連携計画の期間延長について 等  

令和４年 12 月 20 日（火） ・小田原市地域公共交通総合連携計画に位置付けた事業の実施状況評価（案） 等 

令和５年３月 30日（木） 
・小田原市地域公共交通総合連携計画に位置付けた事業の実施状況評価（案） 

・小田原市地域公共交通計画策定に向けた調査結果とりまとめ（案） 

・公共交通のネットワークについて（案） 等 

 

令和５年８月 23日（水） 
・小田原市地域公共交通計画（素案）について 

・移動支援の新たな取組（実証事業）について 等 
 

令和５年 11 月 20 日（月） 

書面協議 
・小田原市地域公共交通計画（案）について  

令和６年２月 ５日（月） 
・片浦地域のバス路線について 

・移動支援の実証事業について 

・小田原市地域公共交通計画策定に係る市民意見等について 等 

 

令和６年３月 28日（木） ・小田原市地域公共交通計画の策定について  
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小田原市生活交通ネットワーク協議会作業部会 

開催日 主な協議事項 

令和４年 10 月 26 日（水） 
・主題図に基づく公共交通の現状 

・小田原市地域公共交通総合連携計画に位置づく施策の評価     

・片浦地域路線バスについて 等 

 

令和４年 11 月 22 日（火） 
・主題図に基づく公共交通の現状 

・小田原市地域公共交通総合連携計画に位置づく施策の評価 等  
 

令和５年２月２日（水） 

・主題図から読み取れる課題解決に向けた協議 

・連携計画に位置づく事業で、見直し予定の事業の実施に係る協議 

・計画策定に係るタクシー事業者の意見 

・目標値について 等  

 

 

市民アンケート調査 

実施日 内容 

令和４年 10 月下旬 

～令和４年 11月 14 日（月） 

※郵送配布・郵送回収 

・性別、年代、職業、居住地域、最寄り駅・バス停等の属性 

・現在移動実態と不安・将来の不安 

・目的別（買物、通院、通勤、通学）の移動状況 

・市内の路線バスの利用状況、満足度 

・本市の公共交通に関する取組の認知度、要望 等 

 

 

交通結節点乗継調査 

実施日 内容 

令和４年 12 月９日（金） 

（小田原駅東口・西口、鴨宮駅、国府津駅・ダイナシティの５箇所で実施） 

・性別、年代、職業、居住地域、最寄り駅・バス停等の属性 

・市内の路線バスの利用状況、満足度 

・市内の鉄道の利用状況、満足度 

・市内のタクシーの利用状況、満足度 

・公共交通の乗継利用の状況 

・本市の公共交通に関する取組の認知度 等 

 

 

地域別説明会（各地域２回実施（第１部 14 時～ 第２部 19 時～）） 

地域 開催日 会場 
参加者 

第１部 第２部 合計 

片浦地域 令和５年７月 18 日(火) 根府川公民館 11 名 ８名 19 名 

中央地域 令和５年７月 20 日(木) 市役所 ７名 ２名 ９名 

富水・桜井地域 令和５年７月 25 日(火) 城北タウンセンターいずみ ７名 ２名 ９名 

川東南部地域 令和５年７月 27 日(木) 川東タウンセンターマロニエ 15 名 ５名 20 名 

川東北部地域 令和５年８月１日(火) 梅の里センター 11 名 16 名 27 名 

橘地域 令和５年８月３日(木) 橘タウンセンターこゆるぎ 27 名 15 名 42 名 

 78 名 48 名 126 名 

市民意見募集 

実施日 内容 

令和５年 12 月 15 日（金） 
～令和６年１月 15 日（月） 

小田原市地域公共交通計画（案）について 

 ８名から 43 件の意見提出 
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小田原市生活交通ネットワーク協議会規約 

（目的） 

第１条 小田原市生活交通ネットワーク協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条第１項の規定に基づく

地域公共交通計画の作成に関する協議等及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付

要綱第２条第１項第１号の規定に基づく生活交通ネットワーク計画（以下「ネットワーク

計画」という。）の作成に関する協議等、並びに道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

及び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）の規定に基づく地域住民の生活

に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進に必要な協議等を行うために設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 地域公共交通計画及びネットワーク計画等の作成及び変更に関する事項 

(2) 地域公共交通計画及びネットワーク計画等の実施に係る連絡調整に関する事項 

(3) 地域公共交通計画及びネットワーク計画等に定められた事業の実施に関する事項 

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び料金、運賃等に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者 

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者 

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

(4) 市民又は利用者の代表者 

(5) 学識経験者 

(6) 神奈川県小田原警察署 

(7) 道路管理者 

(8) 関東運輸局神奈川運輸支局 

(9) 神奈川県 

(10) 小田原市 

(11) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者 

２ 会員の任期は、２年とする。ただし、会員が欠けた場合における補欠会員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 会員は、再任されることができる。 

（役員） 

第４条 協議会に、会長１人、副会長１人及び監事２人を置く。 

２ 会長及び副会長は、前条第１項の規定に基づき、会員となるべき者の中から、これを選

任する。 

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠

けたときは、会長の職務を代理する。 
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５ 監事は、会員のうちから会長が委嘱する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、会員として出席すべき者の２分の１以上の出席がなければ開会することができ

ない。 

３ 会員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることがで

きることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その者の出席

をもって当該会員の出席とみなす。 

４ 会議の議決は、出席会員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事

運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又は

会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 (協議結果の取扱い) 

第６条 協議会で協議が調った事項について、関係者は、その協議結果を尊重し、誠実に実

施するよう努めるものとする。 

 (作業部会) 

第７条  第２条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討等を行うため、必要に応じ協

議会に作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務を処理するため、小田原市の都市交通関係所管に協議会の事務局を置

く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、小田原市の都市交通関係所管課長及び職員をも

って充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第９条 協議会の運営に要する経費は、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。 

（監査） 

第１０条 協議会の出納監査は、監事が行う。 

２ 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

３ 監査に関し必要な事項は、小田原市において定められている取扱いの例による。 

（財務に関する事項） 

第１１条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１２条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長

であった者がこれを決算する。 
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（委任） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営等について必要な事項は、会

長が別に定める。 

 附 則 

１ この規約は、平成２４年１月１日から施行する。 

２ 第５条第１項の規定に関わらず、この規約の施行後、初めて開催される会議については、

小田原市長が招集する。 

 附 則（平成２４年１月１１日） 

  この規約は、平成２４年１月１１日から施行する。 

 附 則（平成２５年３月３１日） 

  この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３１日） 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年５月１日） 

この規約は、令和４年５月１日から施行する。 
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小田原市生活交通ネットワーク協議会会員名簿   令和６年２月１日時点 

区 分 
会 員 備 考 

職 名 氏 名  

バス事業者 

箱根登山バス株式会社 運輸部 部長 松本 峰雄  

伊豆箱根バス株式会社 小田原営業所長 渡 邊  淳 也  

富士急モビリティ株式会社 湘南営業所長 畑 野 政 信  

神奈川中央交通株式会社 運輸計画部 課長 橋山 英人  

タクシー 
事業者 

神奈川県タクシー協会 
小田原支部 

監事 曽我 良成  

運転者が 
組織する団体 

神奈川県交通運輸産業 
労働組合協議会 

幹事 橘川 直広  

利用者・ 

市民代表等 

小田原市自治会総連合 曽我地区自治会連合会長 新 鹿  勲  

小田原市自治会総連合 橘北地区自治会連合会長 諏訪部 一美  

小田原箱根商工会議所 経営支援部 経営支援三課 課長 内田 信也 監 事 

学識経験者 福島大学 准教授 吉 田  樹 会 長 

交通管理者 神奈川県小田原警察署 交通第一課長 大貫 良将  

道路管理者 

国土交通省関東地方整備
局横浜国道事務所 

交通対策課 課長 古川 伸一  

神奈川県県西土木事務所 
小田原土木センター 

工務担当部長 小山 真生  

小田原市 建設部長 杉山 忠嘉  

交通政策所管 

国土交通省関東運輸局 
神奈川運輸支局 

首席運輸企画専門官 小川 ゆかり  

神奈川県 
県土整備局都市部 
交通企画課 副課長 

最上 祐紀 監 事 

小田原市 都市部長 佐藤 正和 副 会 長 

※地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会 
※任期：２年（令和５年(2023 年)４月１日～令和７年(2025 年)３月 31日）  
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用語解説 

用語 説明 

ＥＶ 

（Electric Vehicle） 

電動で動く車両（主に電気自動車）のことで、ガソリン

車に比べて二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が

低減することが期待される。 

ＡＩ 

(Artificial 

Intelligence） 

ＡＩとは人工知能のことで、本文ではＡＩオンデマンド

交通のことをいう。デマンド交通の利用者の予約に対し

て、ＡＩを活用して効率的に配車を行うシステムのこと

をいう。 

ＳＤＧｓ 

(Sustainable Development 

Goals） 

持続可能な開発目標のことで、2015 年の国連サミットに

てすべての加盟国が合意した世界共通の目標である。

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現

を目指す 17 の目標を定め、2030 年までの達成を目指し

ている。 

カーシェアリング 複数の人が自動車を共同で所有・利用する自動車の共同

利用システムで、必要なときに必要なだけ利用する新し

い自動車の使い方のことをいう。総自家用車数と利用回

数の減少などの効果がある。 

交通結節点 複数の交通手段（鉄道、バス、タクシー）や複数の路線

の乗り換え場所または施設のことをいう。 

交通需要マネジメント 

（ＴＤＭ：Transportation 

Demand Management） 

ロードプライシング、公共交通機関の利用促進など、車

の利用者の交通行動の変更を促すことにより、都市また

は地域レベルの交通渋滞を緩和する手法の体系をいう。 

コンパクトシティ 

 

生活サービス機能（商業、医療・福祉等）と居住機能（住

宅等）を集約・誘導し人口を集積させた街のことで、薄

く広がった市街地をコンパクト化して都市の持続性の

確保を目指すものである。 

コンパクト・プラス・ネットワークは、上記のような各

機能を拠点や公共交通沿線に誘導し、住民が公共交通や

徒歩などにより、これらの施設に容易にアクセスできる

まちづくりの考え方をいう。 

サービス水準 本文では、主に鉄道やバスの運行頻度のことをいう。運

行時間帯、バス停の間隔、路線の所要時間など、公共交

通の運行に関わる全体的なサービスの状況のことを指

すこともある。 

脱炭素社会 地球温暖化の原因となる、二酸化炭素等の温室効果ガス

の実質的な排出量ゼロを実現する社会をいう。 
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用語 説明 

地域公共交通確保維持 

事業 

 

国土交通省による、地域の多様な関係者が協働した地域

の公共交通の確保・維持、利便性の向上等の取組みを支

援する事業のことである。 

 地域間幹線系統確保

維持費国庫補助金 

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワーク

を確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成

する地域間幹線系統の運行について支援するものであ

る。主に地域幹線系統と呼ばれる、複数の市町村にまた

がり、一定の輸送量（利用客）が見込まれるバス路線に

対する補助である。 

地域内フィーダー系

統確保維持国庫補助

金 

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワーク

を確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネット

ワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行

について支援するものである。主に補助対象の地域間幹

線系統を補完するものや過疎地の交通不便地域の移動

確保を目的とした交通に対する補助である。 

ＤＸ 

(Digital Transformation） 

新たなデジタル技術の活用によって、人々の生活をより

よいものにすることをいう。 

デジタルサイネージ 屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、

ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を

発信するメディアを総称していう。交通分野ではバスな

どの路線、時刻、発着情報などを案内する事例がある。 

デマンド交通 

（オンデマンド交通） 

デマンドとは要求のことで、乗客から事前の予約を受け

て、基本となる路線以外の停留所に立ち寄ったり、運行

を開始したりするなど、乗客の要望を運行に反映できる

運行形態を取った交通をいう。 

内方線付き点状ブロック 駅において、通常の点状ブロックに加え、ホーム側が分

かる線状の突起を設けることで、視覚障がいのある方の

ホームからの転落事項を防止する。 

ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくし、高齢者

や児童にも乗り降りが容易なバスのことをいう。 

国土交通省の移動等円滑化の促進に関する基本方針で

は、令和７年度までにノンステップバスの導入率を約８

割とすることが掲げられている。 

バスロケーションシステ

ム（バス接近表示システ

ム） 

運行中のバスの位置情報を、ＧＰＳ等を用いてリアルタ

イムに把握することにより、バスの現在位置・運行状況・

遅れ等の情報をバス停の表示板、スマートフォン、HP 等

で提供するシステムのことである。 
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用語 説明 

バリアフリー 高齢者、障がい者等が社会生活していく上での物理的、

社会的、制度的、心理的および情報面での障壁（バリア）

を除去するという考え方のことをいう。公共交通機関の

バリアフリー化とは、高齢者、障がい者等が公共交通機

関を円滑に利用できるようにすることである。 

ＭａａＳ 地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニ

ーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サー

ビスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で

行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交

通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上

や地域の課題解決にも資する重要な手段となるもので

ある。 

モビリティ 

(Mobility) 

直訳では移動性、可動性、動きやすさ等のことをいうが、

近年は人の移動のことや、乗り物のことをいうケースが

多い。（例：グリーンスローモビリティ） 

モビリティ・マネジメント

(ＭＭ：Mobility Management） 

道路の渋滞や環境、あるいは個人の健康等の問題に配慮

して、過度に自動車に頼る状態から公共交通や自転車な

どを「かしこく」使う方向へと自発的に転換することを

促す、一般の人々や様々な組織・地域を対象としたコミ

ュニケーションを中心とした持続的な一連の取り組み

のことをいう。 

ユニバーサルデザインタ

クシー（ＵＤタクシー） 

健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす

使用者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など、

誰もが利用しやすい”みんなにやさしい新しいタクシ

ー車両”であり、街中で呼び止めても良し、予約しても

良しの誰もが普通に使える一般のタクシーのことをい

う。運賃料金は一般のタクシーと同じである。 

国土交通省の移動等円滑化の促進に関する基本方針で

は、令和７年度までに各都道府県におけるユニバーサル

デザインタクシーの導入率を約 25%とすることが掲げら

れている。 
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